
 

 

 

廿日市市では、こどもまんなか社会の実現に向けて、こども・若者のみなさんの意見をまちづくりに生

かしていきたいと考えています。そのためには、みなさんからたくさん意見を表明してもらうことが必

要です。 

この計画をつくる時にも、こども・若者のみなさんから多くのご意見をいただきました。 

 

▼ 意見の紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさんには、まちづくりに関係する様々なことについて自分の意見を自由に表明し、その意見が

尊重
そんちょう

される権利
け ん り

があります。また、言いたくないことは言わなくてもいい権利
け ん り

もあります。 

こども・若者にとって暮
く

らしやすいまちをつくるため、直接自分に関係することだけでなく、色々なこ

とに興味・関心を持って、廿日市市にみなさんの考えを教えてください。廿日市市もみなさんの考えが表

明できる場面を作っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画期間：令和８年～令和 11 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「こども計画」とは、廿日市市で暮
く

らすこどもや若者が将来
しょうらい

にわたって幸せで暮
く

らせるまちをつくる

ための計画です。 

こども・若者のみなさんや、子育てに関わっている人たちが暮
く

らしやすいと感じられるよう支援
し え ん

を行

うとともに、将来
しょうらい

、希望する暮
く

らしの実現を後押しするための支援
し え ん

に取り組むため、この計画をつくり

ました。 

 

 

「こども」は「０歳
さい

からおおむね 18歳
さい

まで」、「若者」は「おおむね 18歳
さい

以降からおおむね 30歳
さい

未満」

としています。この計画では、こども・若者を取り巻くすべての人を対象
たいしょう

としていることから、生まれ

る前のこどものいる親や子育て中の家庭、地域で暮
く

らしている人や団体、会社なども対象
たいしょう

としています。  

こどもまんなか社会の実現のためにみなさんができること 

やさしい版 

廿日市市こども計画 

屋内で遊べる場所がほしい 

安心して遊べる・過ごせる場がほしい 

結婚を考えるとお金が不安、市がどんな支援
し え ん

をしているかわからない 

子育てをするならこどもの医療
いりょう

体制が気になる 

子どもができたら仕事と育児の両立ができるか不安、仕事のことを相談したい 

廿日市市こども計画 
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廿日市市 健康福祉部 こども課 
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こども計画ってなに？ 

こども・若者って誰のこと？ 

廿日市市 



 

 

 

つながり  みんなで育つ  こどもまんなか  はつかいち  
 

  

「こどもまんなか社会」とは、すべてのこどもや若者が、心も体も安心して幸せに生活できる社会のことです。 

こどもの“最善
さいぜん

の利益
り え き

”を大切にし、こどもの気持ちや意見をしっかりと聴
き

きながら、社会全体でこども・若

者を支えていくという考え方に基づいています。 

少子化や人口減少
げんしょう

、こども・若者や子育て家庭を取り巻く環境
かんきょう

の変化が進む中、家庭
か て い

・学校・地域・行政が協

力して、こどもが自分らしく成長できる環境
かんきょう

を整えていくことが求められています。 

こどもには「こどもの権利
け ん り

条約」で守られているさまざまな大切な権利
け ん り

があり、すべてのこどもが大事にさ

れ、安心して成長できるように、次の４つの原則が決められています。 

 
 

日本では「こども基本法」によって、こどもの意見が尊重
そんちょう

され、安心して暮
く

らせる環境
かんきょう

をつくることが国や

自治体の大切な役割であると決められています。これらの原則を大切にしながら、こどもが安心して暮
く

らし、

自分らしく成長
せいちょう

できる「こどもまんなか社会」をつくっていくことが重要
じゅうよう

です。 

 

 

 

 

 

 意見を聴
き

いてもらえること 

こどもが自分の気持ちや考えを話し、それを大

人がしっかり受けとめること。 

４ 

 こどもの最善
さいぜん

の利益
り え き

が守られること 

こどもに関わることを決めるときは、そのこど

もにとって一番よいことが大切にされること。 

２ 

 安全に守られ、成長していけること 

こどもが安心して生活し、健康に育ち、自分の

力を発揮
は っ き

していけるようにすること。 

３ 

 差別されないこと 

国籍
こくせき

や性別、家庭の事情などによって、こども

が不公平に扱われないこと。 

１ 

廿日市市の目指す将来像 

 教育・保育サービスを充実させる 

保育園や幼稚園、学校などでこどもが安心して様々なことを学

び、健やかな成長を支えられるよう、よりよい教育・保育の環境
かんきょう

づく

りや使いやすいサービスの実施
じ っ し

に取り組みます。 

 こども・若者の育ちを保障し、 

子育て家庭
か て い

を応援
おうえん

する 

妊娠
にんしん

期から出産、子育て期に至るまで、相談できる場や子育て中

の人同士が交流できる場づくり、こどもの健康
けんこう

を支える取組や子育

て中の経済的な支援
し え ん

を通じて、家庭
か て い

とこども・若者を支える取り組

みを進めていきます。また、こども・若者の遊び、体験活動、居場所

を充実させます。 

 みんなで子育てを支える 

地域では様々な人や団体、会社等が活動しています。そうした

人々と連携
れんけい

し、地域全体でこども・若者と子育て家庭
か て い

を見守り、応援
おうえん

するまちづくりを進めていきます。 

「こどもまんなか社会」ってなに？ こどもの権利
け ん り

って知ってる？ 

廿日市市が取り組むこと 

 こども・若者の希望の実現を後押しする 

廿日市市で暮
く

らすこども・若者が将来に希望を持って暮らし続け

られるよう、こども・若者の意見を聴
き

き、まちづくりに生かします。ま

た、こども・若者がやりたい仕事や叶えたいライフプランの実現を後

押しするための支援
し え ん

に取り組みます。 
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